
日本赤十字社会計規則施行細則第39条の2に基づく公表対象の随意契約一覧

単
位

随意契約担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込）

随意契約によることとした理由
その他必要な
事項（備考）

酸素ボンベ配送に関する業務委
託

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月1日

名古屋酸素株式会社
名古屋市港区小碓1-12

¥1,584,000
当該業者は、当院の酸素ボンベを納入している業者であり、その配送について
他業者の新規参入は困難であるため、会計規則第36条４項に定める「契約の性
質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。

管財課（購入管理係）
取扱い

PSCSスカルプクーラー購入 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月3日

株式会社八神製作所
名古屋市中区千代田2丁目16-30 ¥4,087,600

一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

第１病棟３階リハビリテーション科
床補修工事

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月7日

（株）大林組
名古屋市中区錦3-6-34

¥1,045,000
予定価格が250万円を超えないことから、会計規則施行細則第35条第１項に定
める「予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき」に該当するた
め。

管財課（施設係）取扱い

ディストリビューションスイッチ
Cat6500更新設備

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月7日

キャノンITSメディカル株式会社
東京都品川区南大井6-22-7

¥79,530,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

第三病棟ディストリビューションス
イッチ更新整備

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月7日

キャノンITSメディカル株式会社
東京都品川区南大井6-22-7

¥40,480,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

らくらく会計領収書・明細書発行機
能・退院証明書対応作業

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月9日

富士通Japan株式会社
名古屋市中村区名駅1-1-3

¥2,915,000
当該業者は、当院の病院情報システムの構築業者であり、他業者の新規参入
は困難であるため、会計規則第36条４項に定める「契約の性質又は目的が競争
を許さない場合」に該当する。

管財課（購入管理係）
取扱い

ユビーメディカルナビ 生成AIの購
入

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月9日

Ubie株式会社
東京都中央区日本橋本町3丁目8-4

¥4,730,000

当院で既に導入している電子カルテに唯一対応しており、互換性があることから
Ubie株式会社を選択する。以上により、本件契約は日本赤十字社会計規則第３
６条４項に定める「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。

管財課（購入管理係）
取扱い
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オートケラレフラクトメーター購入 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月14日

株式会社リィツメディカル
豊川市伊那町新屋279

¥1,482,800
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

TriNetX連携システムの構築・
導入作業

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月31日

富士通Japan株式会社
名古屋市中村区名駅1-1-3

¥4,210,800

　TRiNetX連携システムは電子カルテの情報を取り出すことから、当院の病院情
報システムの構築業者である富士通Japan株式会社に作業依頼する必要があ
り、他業者の新規参入は困難であるため、会計規則第36条４項に定める「契約
の性質又は目的が競争を許さない場合」に該当する。

管財課（購入管理係）
取扱い

臨床研究・治験ネットワーク構
築設備対応

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月31日

キャノンITSメディカル株式会社
東京都品川区南大井6-22-7

¥3,118,500

臨床研究・治験ネットワーク（TRiNetX連携システム）は電子カルテの情報を取り
出し既存のネットワークを経由して送信することから、当院の既存ネットワークベ
ンダーであるキャノンITSメディカル株式会社に整備依頼する必要があり、他業者
の新規参入は困難であるため、会計規則第36条４項に定める「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」に該当する。

管財課（購入管理係）
取扱い

手術用双眼顕微鏡の購入 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月31日

株式会社八神製作所
名古屋市中区千代田2丁目16-30

¥2,546,500
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

SNユニット エクセレンス230購入 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
7月31日

株式会社八神製作所
名古屋市中区千代田2丁目16-30

¥2,530,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

AIレセプトチェッカーの購入 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
8月1日

株式会社Medical AI Lab
東京都文京区湯島2-29-4

¥5,145,580
同サービスは株式会社Medical AI Labのみが提供するサービスである。そのた
め、本件契約は日本赤十字社会計規則第３６条４項に定める「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」に該当する。

管財課（購入管理係）
取扱い

UPS本体・バッテリ交換整備 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
8月8日

キャノンITSメディカル株式会社
東京都品川区南大井6-22-7

¥4,730,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い



単
位

随意契約担当部課の名称
及び所在地

随意契約を
締結した日

随意契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約に係る
契約金額（税込）

随意契約によることとした理由
その他必要な
事項（備考）

物品等又は役務の名称及び数量

インターネット系機器更新 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
8月8日

キャノンITSメディカル株式会社
東京都品川区南大井6-22-7

¥6,160,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

無線アクセスポイント一部更新(エ
コー/心電計WGB)

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
8月8日

キャノンITSメディカル株式会社
東京都品川区南大井6-22-7

¥6,490,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

超音波診断装置EPIQ CVx購入 1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
8月18日

株式会社八神製作所
名古屋市中区千代田2丁目16-30

¥26,290,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

鼻咽喉ビデオスコープ用内視鏡シ
ステム購入

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
8月18日

株式会社八神製作所
名古屋市中区千代田2丁目16-30

¥10,615,000
一般競争入札に付したが落札者がなかったことから、会計規則施行細則第36条
に該当するため。

管財課（購入管理係）
取扱い

第２病棟１階救急外来医療ガスエ
リアモニター修理

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
9月22日

（株）エバ
名古屋市天白区古川町46

¥1,457,500
予定価格が250万円を超えないことから、会計規則施行細則第35条第１項に定
める「予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき」に該当するた
め。

管財課（施設係）取扱い

ナースコール設備・ソフトウェアに
かかる保守

1 式
事務部　管財課

名古屋市昭和区妙見町2-9
9月22日

（株）ケアコム
名古屋市千種区内山3-8-10

¥1,955,580

約20年前に設置された現ナースコール設備は同社により製造された機器により
運用されていることから、当該設備の保守業務が別事業者により行われることは
責任所在が分散し効率的な管理が困難となり得る。以上から、同社に保守業務
を委託することに合理性があり他社との競争に付すことは適切ではないと考えら
れることから、本保守業務は会計規則第３６条第４項に定める「契約の性質又は
目的が競争を許さない場合」に該当すると判断されるため。

管財課（施設係）取扱い


